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開会 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 起立、礼、おはようございます。

ただ今から平成２６年第４回南関町議会定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりです。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 会議録署名議員の指名について

○議長（酒見 喬君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、７番議員、８番議員を

指名します。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第２ 会期決定について

○議長（酒見 喬君） 日程第２、会期決定についてを議題にします。

本定例会の会期については、本日から９月２４日までの９日間にしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

従って、本定例会の会期は本日から９月２４日までの９日間とすることに決定い

たしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第３ 諸般の報告について

○議長（酒見 喬君） 日程第３、諸般の報告を行います。

報告の第１点は、平成２６年度町村議会正副議長研修会についてであります。本

研修会は、去る８月５日、熊本市の熊本県市町村自治会館で開催されました。コリ

ア・レポート編集長の辺真一氏を講師に迎え、「拉致・核・ミサイルと日朝関係の

行方」という演題で講演がありました。拉致被害者の救出については、今回の交渉

が事実上、最後の交渉となり、その結果次第では安倍内閣の支持率にも大きく影響

してくること、核・ミサイル問題については日本、米国、韓国や中国、北朝鮮との

複雑な国際関係の中において、日本の国益から見る外交のあり方を講演者の私見を

交えながら、詳しく解説されたところでございます。

報告の第２点は、平成２６年度町村議会常任委員長・議会運営委員長の研修につ

いてであります。本研修会は、去る８月２５日、益城町のグランメッセ熊本にて開

催されました。国際医療福祉大学大学院教授の高橋紘士氏を講師に迎え、「地域包
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括ケアの時代の医療福祉介護」という演題で講演がありました。団塊の世代が７５

歳以上の後期高齢層に達するのが２０２５年頃であり、日本の人口の４人に１人が

７５歳以上となるのが２０５０年頃で、しかも、２０６０年頃までは、７５歳以上

が２,０００万人台を維持していくとの予測が出ております。こうした状況の中で

は、従来の施設病院型医療、介護システムから支援付き地域による地域完結型のシ

ステムに転換を図ることが必要となり、地域でのケア体制の整備を充実させること

が社会給付費の地域内循環を高め、地域経済の活性化にも繋がっていくとの解説を

されました。

報告の第３点は、例月出納検査等報告及び平成２６年度第１回定期監査の結果に

ついてです。本件については、南関町監査委員に関する条例第１０条の規定によっ

て、監査委員大木敏晴君、打越潤一君より、平成２５年度分の２６年５月分、平成

２６年度５月分、６月分、７月分の出納検査等報告書及び平成２６年度第１回定期

監査の結果についての報告がなされております。内容については、その写しをお手

元に配付しておりますので、これを省略します。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第４ 請願の委員会付託等について

○議長（酒見 喬君） 日程第４、請願の委員会付託等についてです。

本日まで受理いたしました請願は、請願１件。

所管の委員会に付託し、お手元に配りました陳情文書の写しのとおり、１件を配

付といたしましたので、報告いたします。

ここで、町長からの挨拶の申し出があっておりますので、これを許します。町長。

○町長（佐藤安彦君） 皆さま、改めまして、おはようございます。

平成２６年第４回南関町議会定例会の開会において、平成２６年度補正予算案、

その他、諸議案のご審議をお願いするにあたり、一言ご挨拶を申し上げ、議員各位

並びに町民の皆さまに一層のご理解とご協力をお願い申し上げる次第でございます。

まずもって、８月２０日に広島市で発生しました集中豪雨に伴う土砂災害により、

７０名を超える方がお亡くなりになりましたが、亡くなられた方々のご冥福を心よ

りお祈り申し上げますと共に、被害に遭われた方へのお見舞いを申し上げさせてい

ただきます。実は、この日の２日後、２２日には南関町でも時間雨量５７ミリとい

う集中豪雨が発生しております。幸いにも大きな被害には至りませんでしたが、今

後もいつどこで発生するか分からないようなゲリラ豪雨もありますので、厳重な注

意が必要な状況にあります。本町においては、各地域の自主防災組織により、積極

的な防災訓練等も実施いただいておりますが、今後も引き続き災害等に対する啓発

や訓練に積極的に取り組んでいきたいと思っております。国においては、全国的な
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人口減少や少子高齢化の問題が大きく取り上げられており、第２次安倍改造内閣で

は、地方創生担当大臣が新設され、地方創生の司令塔となるまち・ひと・しごと創

生本部も発足されたところでございます。町としましても従来の発想にとらわれる

ことなく、創意工夫を活かすと共に国の予算面にも注視する中で、町の活性に繋が

るような取り組みをしていかなければならないと考えております。

私も４月９日に町長に就任させていただき、約５カ月が経過しましたが、本町の

大きな課題でもある人口減少傾向に歯止めをかけ、町の活性化を図るためには、地

域住民の皆様方の沢山の声をお聞きすることも重要であると考えております。これ

までにも南関中学校３年生との意見交換会や町若手職員との昼食会、いろんな場所

での意見交換等をさせていただきましたが、いよいよ１０月からは本年度より開始

します南関町協同のまちづくり出前講座や各校区での５０歳未満と５０歳以上に分

けた地域懇談会をスタートさせていただきます。昨日はこれに先立ち、東豊永区の

敬老会の中で町保健センターより職員が出向いて、健康づくりについての出前講座

をさせていただきました。非常に効果があったものと思っております。今後も様々

なご意見・ご要望を伺いながら、行政運営に役立てていくことができればと思いま

すまた、１０月７日からの１週間は、熊本県南関町プレゼンツ「難関突破の日」in

銀座熊本館を東京で開催しますが、町内１８の商店や団体の皆様の協力もいただい

ており、南関町の素晴らしさを全国に向けて発信していきたいと思います。農業関

連では担い手や後継者不足、耕作放棄地の問題等の対応策の一つとして、町全体で

の薬草栽培を大手薬品会社との契約栽培でできないかと検討しており、生産組合の

設立も含めて、年内には先進地への視察なども実施していきたいと考えております。

また、町庁舎、公民館の建て替え、延寿荘の民営化についても要綱等の整備も出来

ましたので、検討委員会を設置しての協議を進めていきたいと考えております。

続きまして、今回の議案の提案につきましては、報告が１件、専決処分の報告及

び承認を求めることについてが１件、条例の制定が３件、条例の一部改正が１件、

平成２５年度一般会計ほか、各特別会計の歳入歳出予算認定が９件、平成２６年度

一般会計補正予算のほか、各特別会計の補正予算が６件、字の区域変更についてが

３件、町道の路線廃止、認定が各１件、人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてが２件を提案しております。特に、一般会計補正予算案は、６,２６９

万２,０００円を追加し、一般会計の総額を５７億５,０００万３,０００円として

いるところでございます。

ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたしまして、定例会開会にあたっての

ご挨拶といたします。よろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） お諮りします。
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日程第５、報告第４号から日程第３２、諮問第２号までの議案を一括上程し、提

案理由の説明を求めたいと思いますが、ご異議ありませんか。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 異議なしと認めます。

従って、日程第５、報告第４号から日程第３２、諮問第２号までの議案を一括上

程することに決定いたしました。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第 ５ 報告第 ４号 平成２５年度南関町財政健全化判断比率の状況につい

て

日程第 ６ 議案第４５号 南関町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の制定について

日程第 ７ 議案第４６号 南関町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について

日程第 ８ 議案第４７号 南関町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の制定について

日程第 ９ 議案第４８号 南関町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について

日程第１０ 議案第４９号 平成２５年度南関町一般会計歳入歳出決算認定につい

て

日程第１１ 議案第５０号 平成２５年度南関町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について

日程第１２ 議案第５１号 平成２５年度南関町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について

日程第１３ 議案第５２号 平成２５年度南関町簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について

日程第１４ 議案第５３号 平成２５年度南関町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について

日程第１５ 議案第５４号 平成２５年度南関町介護サービス事業特別会計歳入歳

出決算認定について

日程第１６ 議案第５５号 平成２５年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計歳入

歳出決算認定について

日程第１７ 議案第５６号 平成２５年度南関町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定について

日程第１８ 議案第５７号 平成２５年度南関町宅地分譲事業特別会計歳入歳出決
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算認定について

日程第１９ 議案第５８号 専決処分の報告及び承認を求めることについて（平成

２６年度南関町一般会計補正予算（第２号）)

日程第２０ 議案第５９号 平成２６年度南関町一般会計補正予算（第３号）につ

いて

日程第２１ 議案第６０号 平成２６年度南関町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について

日程第２２ 議案第６１号 平成２６年度南関町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について

日程第２３ 議案第６２号 平成２６年度南関町介護サービス事業特別会計補正予

算（第２号）について

日程第２４ 議案第６３号 平成２６年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正

予算（第２号）について

日程第２５ 議案第６４号 平成２６年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について

日程第２６ 議案第６５号 字の区域の変更について

日程第２７ 議案第６６号 字の区域の変更について

日程第２８ 議案第６７号 字の区域の変更について

日程第２９ 議案第６８号 町道の路線廃止について

日程第３０ 議案第６９号 町道の路線認定について

日程第３１ 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第３２ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

○議長（酒見 喬君） 議案はお手元に配付してあります。

議案名を事務局長に朗読させますので、確認をしてください。事務局長。

○議会事務局長（松本 寛君） ［議案名朗読］

○議長（酒見 喬君） 配付漏れ等はございませんか。

［「なし」と呼ぶ者あり］

○議長（酒見 喬君） 配付漏れなしと認めます。

それでは、ただ今から提案理由の説明を求めます。

担当職員は、順次説明をしてください。

総務課長。

○総務課長（堀 賢司君） 報告第４号、平成２５年度南関町財政健全化判断比率状

況についてご説明いたします。

地方公共団体の健全化に関する法律第３条の規定により、地方公共団体の長は毎
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年度、前年度の決算の提出を受けた後、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査

委員の審査に付し、その意見を受けて、当該健全化比率を議会に報告しなければな

らないと規定されているところです。

次ページをお願いします。健全化判断比率の状況（平成２５年度決算）でござい

ます。

まず、実質赤字比率につきましては、早期健全化基準１５％に対しまして、実質

収支額が１億２,１４９万５,０００円の黒字であるため、実質赤字比率はございま

せん。

次に、連結実質赤字比率につきましては、早期健全化比率２０％に対しまして、

３億４,２４４万１,０００円の黒字であるため、連結赤字比率はございません。実

質公債費比率につきましては、公債費及び公債費に準じた経費の比重を過去３年間

の平均で示す数字で、早期健全化基準２５％に対しまして、実質公債費比率は８.

４％となっています。将来負担比率につきましては、詳細残高のほか、一般会計や

特別会計が将来負担すべき実質的な負債を捉えた数字で、早期健全化基準３５０％

に対しまして、将来負担比率は基準内の４.４％となっています。

次のページに監査委員の意見書を添付しております。

以上、報告します。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（坂井智德君） 第４５号議案、南関町特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由及び内容につ

いてご説明を申し上げます。

南関町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例を別紙のとおり制定するものでございます。

提案理由につきましては、子ども・子育て支援法第３４条第２項は特定教育・保

育施設の設置者は市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に

従い、特定教育・保育を提供しなければならないこととし、法第４６条第２項にお

いては、特定地域型保育事業は市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に

関する基準に従い、特定地域型保育を提供しなければならないと定めています。

従いまして、これらの運営に関する運営基準を定める条例を制定する必要がある

ため、ご提案を申し上げるものでございます。定める基準といたしましては、内閣

府令の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に基づき、

従うべき基準、参酌すべき基準に従い定めるものとされており、基本として、府令

に基づき、条例の基準を定めているものでございます。
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次のページをお願いいたします。内容について、ご説明をいたします。

まず、条例全体における目次でございます。章及び節の構成は基準府令のとおり、

第１章総則、第２章で特定教育・保育施設の基準を、第３章で特定地域型保育事業

の基準を定めることとし、２章と３章については、それぞれ利用定員基準、運営基

準、特例施設型給付に関する基準という３節を設ける構成といたしております。

まず、第１条でございます。条例の趣旨といたしまして、この条例は子ども・子

育て支援法第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づき、特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとすると定めるもので

ございます。第２条で用語の定義を１号から、次のページになりますけれども、２

４号において定めるものでございます。第３条では特定教育保育施設及び特定地域

型保育事業の双方に共通の一般原則を第１項から第４項において、定めるものでご

ざいます。

右のページをお願いいたします。第４条では、利用定員に関する基準を定めるも

ので、その利用定員の数を２０人以上とする。第２項で、区分ごとの利用定員を定

めるものでございます。第５条では内容及び手続きの説明及び同意に関することに

ついて、第１項から第６項において定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第６条では正当な理由のない提供拒否の禁止等

に関することについて、第１項から第５項において定めるものでございます。

第７条ではあっせん、調整及び要請に対する協力に関することについて、第１項、

第２項において定めるものでございます。

右のページをお願いいたします。第８条では受給資格等の確認について、第９条

では支給認定の申請に係る援助について、第１０条では心身の状況等の把握につい

て、第１１条では小学校との連携について、第１２条では特定教育・保育の提供の

記録について、第１３条では利用者負担額等の受領について、第１項から第６項に

おいて定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。１番下になります。第１４条でございます。施

設型給付費等の額に係る通知等について定めるものでございます。

右のページをお願いいたします。第１５条では特定教育・保育の取扱方針につい

て、第１６条では特定教育・保育に関する評価等について、第１７条では相談及び

援助について定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第１８条では緊急時等の対応について、第１９

条では支給認定保護者に関する市町村への通知について、第２０条では運営規定に

関する重要事項について、１号から１１号において定めるものでございます。２１

条では勤務体制の確保等について定めるものでございます。
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右のページをお願いいたします。第２２条では利用定員の遵守について定めるも

のでございます。第２３条では掲示、第２４条では支給認定子どもを平等に取り扱

う原則について、第２５条では虐待等の禁止について、第２６条では懲戒に係る権

限の濫用禁止について、第２７条では秘密保持等について、第２８条では情報の提

供等について定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第２９条では利益供与等の禁止について、第３

０条では苦情解決について、第１項から５項において定めるものでございます。第

３１条では地域との連携等について、第３２条では事故発生の防止及び発生時の対

応について定めるものでございます。

右のページをお願いいたします。第３３条では会計の区分、第３４条では記録の

整備について定めるものでございます。１項において、完結の日から５年間保存し

なければならないと定めるところでございます。第３５条では特別利用保育の基準

について、第１項から第３項において定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第３６条では特別利用教育の基準について、第

１項から第３項において定めるものでございます。第３７条では、利用定員に関す

る基準を定めるもので、第１項において、家庭的保育事業にあっては、その利用定

員の数を１人以上５人以下とし、小規模保育事業Ａ型及び小規模保育事業Ｂ型にあ

っては、その利用定員の数を６人以上１９人以下とし、小規模保育事業Ｃ型にあっ

ては、その利用定員の数を６人以上１０人以下とし、居宅訪問型保育事業にあって

は、その利用定員の数を１人とすると定めるものでございます。第２項において、

事業所ごとの子どもの区分について定めるものでございます。

右のページをお願いいたします。第３８条では内容及び手続の説明及び同意につ

いて、第３９条では正当な理由のない提供拒否の禁止等について、第１項から第４

項において定めるものでございます。第４０条ではあっせん、調整及び要請に対す

る協力について定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第４１条では心身の状況等の把握、第４２条で

は特定教育・保育施設等との連携について、第１項から第４項において定めるもの

でございます。

右のページをお願いいたします。第４３条では、利用者負担額等の受領について、

第１項から第６項において定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第４４条では特定地域型保育の取扱方針につい

て、第４５条では特定地域型保育に関する評価等について、第４６条では運営規定

について、第１号から第１１号において定めるものでございます。第４７条では勤

務体制の確保等について定めるものでございます。
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右のページをお願いいたします。第４８条で利用定員の遵守について定めるもの

でございます。第４９条では記録の整備、第５０条は準用でございます。第５１条

では特別利用地域型保育の基準について、第１項から、次のページになります、第

３項において定めるものでございます。第５２条では特定利用地域型保育の基準に

ついて、第１項から第３項において定めるものでございます。

附則といたしまして、第１条に施行期日として、この条例は法の施行の日から施

行するとするものでございます。第２条に特定保育所に関する特例、右のページを

お願いいたします、第３条に施設型給付費等に関する経過措置、第４条に小規模保

育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置、次のページをお願いいたします、第５条

に小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置を定めるものでございます。

以上で、南関町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例についての説明を終わります。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

続きまして、第４６号議案、南関町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について、提案理由及び内容について、ご説明を申し上げま

す。

南関町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとお

り制定するものでございます。

提案理由といたしまして、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う、

関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の改正により、法第３４条の１６

の規定が改正され、市町村は家庭的保育事業等、４つの事業がありますけれども、

家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業の

設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととされたところで

ございます。従いまして、条例を制定する必要があるため、ご提案をするものでご

ざいます。

整備法による改正後の法第３４条の１６第２項では、市町村が条例を定めるにあ

たっては、家庭的保育事業等に従事する者及びその人数、児童の適切な処遇の確保

及び秘密の保持並びに児童の健全な発達に密接に関するものとして、厚生労働省で

定めるものについては、厚生労働省令家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準で定める基準に従い、定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準で定める基準を参酌するものとされて

いるところでございます。南関町の条例の基準に係る考え方については、国の基準

を上回る内容や異なる内容を定めるほどの特段の事情や地域性は認められないと考
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えられまして、基本的には基準府令に定める基準と同様の基準を定めるものでござ

います。

次のページをお願いいたします。内容について、ご説明をいたします。条例全体

における目次でございます。章及び節の構成は、基準省令のとおり、第１章総則、

第２章から第５章まで、各事業に固有の基準を規定しております。なお、第３章に

おいては、小規模保育事業の固有の基準を定めるものとして、１節から４節を設け

る構成といたしております。

まず、第１条でございます。条例の趣旨といたしまして、この条例は、児童福祉

法第３４条の１６第１項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定めるものとすると定めるものでございます。第２条では用語の定義を１

号から９号において定めるものでございます。第３条では最低基準の目的等につい

て定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第４条では最低基準と家庭的保育事業者等につ

いて、第５条では家庭的保育事業者等に求められる一般原則について、第１項から

第６項において定めるものでございます。第６条では保育所等の連携に関すること

について定めるものでございます。

右のページをお願いいたします。第７条では家庭的保育事業者等と非常災害対策

について、第８条では家庭的保育事業者等の職員の一般的要件について、第９条で

は家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等について定めるものでござい

ます。第１０条ではほかの社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の

基準について定めるものでございます。第１１条では利用乳幼児を平等に取り扱う

原則について定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第１２条では虐待等の禁止について、第１３条

では懲戒に係る権限の濫用禁止について、第１４条では衛生管理等について定める

ものでございます。第１５条では、食事に関することについて、第１項から第５項

において定めるものでございます。第１６条では食事の提供の特例について、第１

項、第２項により定めるものでございます。

右のページをお願いいたします。第１７条では利用乳幼児及び職員の健康診断の

実施について、第１項から第４項において定めるものでございます。第１８条では

家庭的保育事業所等内部の規定に関することについて、１号から、次のページ、１

１号において定めるものでございます。第１９条では備える帳簿等について、第２

０条では秘密保持等について、第２１条では苦情への対応について、第２２条では

設備の基準に関することについて、１号から、右のページになります、７号におい

て定めるものでございます。第２３条では職員に関することについて、第１項から
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第３項において定めるものでございます。特に、第３項におきましては、家庭的保

育者１人が保育することができる乳幼児の数は３人以下とする。ただし、家庭的保

育者が家庭的保育補助者とともに保育する場合については５人以下とすると定める

ものでございます。第２４条では保育時間を定めるもので、家庭的保育事業におけ

る保育時間は１日につき８時間を原則と定めるものでございます。第２５条では保

育の内容について、第２６条では保護者との連絡について、第２７条では小規模保

育事業は小規模保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型及び小規模保育事業Ｃ型とする

と定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第２８条では小規模事業Ａ型の設備の基準につ

いて、１号から６号、７号においてはアからイ、右のページになります、ウ、エ、

オ、カ、キ、次のページをお願いします、クにおいて定めるものでございます。２

９条では、職員の配置について、第１項から第３項において定めるものでございま

す。特に、第２項については、保育士の数をそれぞれ１号、２号、３号、４号まで

定めているところでございます。第３０条は準用でございます。第３１条では小規

模保育事業Ｂ型の職員について、第１項から第３項において定めるものでございま

す。第２項において、特に保育従事者の数は１号から４号において、それぞれ定め

るものでございます。

右のページをお願いします。第３２条は準用でございます。第３３条では小規模

保育事業Ｃ型の設備の基準について、１号から７号において定めるものでございま

す。第３４条では小規模保育事業所Ｃ型の職員について、第１項、第２項により定

めるものでございます。２項においては、家庭的保育者１人が保育することが出来

る乳幼児の数は３人以下とする。ただし、家庭的保育者が家庭的保育補助者ととも

に保育する場合については、５人以下と定めるものでございます。第３５条では小

規模保育事業所Ｃ型の利用定員を６人以上１０人以下と定めるものでございます。

第３６条は準用でございます。

次のページをお願いいたします。第３７条では居宅訪問型保育事業について、１

号から５号において定めるものでございます。第３８条では設備及び備品について、

第３９条では職員について定めるもので、家庭的保育者１人が保育することができ

る乳幼児の数は１人とすると定めるものでございます。第４０条では居宅訪問型保

育連携施設の確保について定めるものでございます。第４１条は準用でございます。

右のページをお願いいたします。第４２条では利用定員の設定を定めるものでご

ざいます。表により、１人から７１人以上までを定めるものでございます。第４３

条、保育所型事業所内保育事業所の設備の基準を定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第４３条では７号、８号におきましては、アか
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ら、右のページ、クにおいて定めるものでございます。第４４条では職員の配置に

ついて、第１項から第３項において定めるものでございます。第２項については、

保育士の数は（１）号から（４）号までそれぞれ定めているところでございます。

次のページをお願いいたします。第４５条では連携施設に関する特例、４６条に

ついては準用でございます。第４７条では小規模型事業所内保育事業所の職員につ

いて、第１項から第３項において定めるものでございます。第２項につきましては、

保育従事者の数を（１）から（４）までそれぞれ定めているところでございます。

第４８条は準用でございます。

右のページをお願いいたします。

附則といたしまして、第１条で施行期日、この条例は子ども・子育て支援法及び

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する

とするものでございます。第２条で、食事の提供の経過措置、施行日から起算して、

５年間を経過措置までという経過措置を設けております。第３条で、連携施設の確

保に関する経過措置でございます。この３条につきましても施行日から起算して、

５年を経過するまでの間という経過措置を設けてるところでございます。第４条で、

小規模保育事業Ｂ型及び小規模型事業所内保育事業の職員に関する経過措置でござ

います。この４条につきましても、５年間の経過措置を設けているところでござい

ます。第５条で、小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する経過措置を定めるもので

ございます。この５条についても５年間の経過措置を定めるものでございます。

以上で、南関町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につ

いて、説明を終わります。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願いいたします。

続きまして、第４７号議案、南関町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定について、提案理由及び内容についてのご説明を申し

上げます。

南関町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙

のとおり制定するものでございます。

提案理由につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律の改正によりまして、法に第３４条の８の２が追加さ

れ、市町村は放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定め

なければならないこととされたところでございます。従いまして、条例を制定する

必要があるためにご提案をいたすものでございます。
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条例を定めるにあたっては、事業の従事者及びその人数については、厚生労働省

令、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する法律で定める基準に従い、定

めるものとし、その他の事項については、厚生労働省令で定める基準を参酌するも

のとされており、南関町の条例につきましては、基本として基準省令に基づき基準

を定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。内容について、ご説明をいたします。

第１条では趣旨といたしまして、この条例は児童福祉法第３４条の８の２第１項

の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるも

のとすると定めるものでございます。第２条は、条例における用語の定義を定める

ものでございます。第３条では最低基準の目的等について、第４条では最低基準と

放課後児童健全育成事業について、第１項から第３項において定めるものでござい

ます。第５条では放課後児童健全育成事業の一般原則について、第１項から、次の

ページになります、第５項において定めるものでございます。第６条では放課後児

童健全育成事業者と非常災害対策について、第７条では放課後児童健全育成事業者

の職員の一般的要件、第８条では職員の知識及び技能の向上等について、第９条で

は設備基準について、第１項から第４項において定めるもので、第２項においては、

専用区画の面積は児童１人につき、おおむね１.６５平方メートル以上でなければ

ならないとするものでございます。第１０条では職員に関することを第１項から、

右のページになります、第５項において定めるもので、特に第４項において、１、

支援の単位を構成する児童の数は、おおむね４０人以下とすると定めるものでござ

います。第１１条では利用者を平等に取り扱う原則について、第１２条では虐待等

の禁止について定めるものでございます。

次のページをお願いいたします。第１３条では衛生管理等について、第１４条で

は運営についての規定、１号から１１号において、重要事項について定めるもので

ございます。第１５条では帳簿の整備について、第１６条では秘密保持等について、

第１７条では苦情への対応について、第１項から、右のページになります、第３項

において定めるものでございます。第１８条では開所時間及び日数について定める

もので、第１項１号において、小学校の授業の休業日に行う放課後健全育成事業１

日につき８時間、第２号において、小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児

童健全育成事業１日につき３時間、第２項においては、放課後児童健全育成事業を

開所する日数について、１年につき２５０日以上を原則として、児童の保護者の就

労日数、小学校の授業の休業日、その他状況等を考慮して、当該事業所ごとに定め

ると定めるものでございます。第１９条では保護者との連絡について、第２０条で

は関係機関との連携について、第２１条では事故発生時の対応について定めるもの
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でございます。

附則といたしまして、第１条に施行期日、この条例は子ども・子育て支援法及び

就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する

とするものでございます。第２条及び第３条の２項については、南関町における現

在の放課後児童クラブの実情を考慮いたしまして、独自に５年間、平成３２年３月

３１日までの経過措置を設けているところでございます。第２条につきましては、

設備の基準に関する経過措置でございます。この条例の施行の日の前日において、

現に存する放課後児童健全育成事業については、施行日から平成３２年３月３１日

までの間、第９条の２項の規定、この規定につきましては、児童１人につき、おお

むね１.６５平方メートル以上でなければならないという規定は適用しないことが

できると定めるものでございます。第３条では施行日から平成３２年３月３１日ま

での間、第１０条第３項の規定、放課後児童支援員は、各号のいずれかに該当する

ものであって、都道府県知事が行う研修を修了した者でなければならないの適用に

つきましては、同項中、修了した者とあるのは修了した者（平成３２年３月３１日

までに修了することを予定している者を含む）とするものでございます。

次のページをお願いいたします。最後の２項におきましては、施行日の前日にお

いて、現に存する放課後児童健全育成事業所については、施行日から平成３２年３

月３１日までの間、第１０条第４項の規定、この規定については、１、支援の単位

を構成する児童の数は、おおむね４０人以下とする。この規定は適用しないことが

出来ると定めるものでございます。

以上で、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につ

いての説明を終わります。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

第４８号議案、南関町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、

提案理由及び内容についてのご説明を申し上げます。

南関町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものでご

ざいます。

提案理由といたしまして、健康保険法施行令等の一部改正による条例の一部を改

正する必要があるためにご提案するものでございます。

次のページをお願いいたします。南関町国民健康保険条例（昭和３６年条例第９

号）の一部を次のように改正するものとするものでございます。

南関町国民保険条例の第５条に出産一時金の第１項において、被保険者が出産し

たときは当該保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産一時金として３９万円を支
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給する。ただし、町長が健康保険法施行令第３６条の規定を勘案し、必要があると

認めるときは規則で定めるところにより、これに３万円を上限として加算するとす

ると定めているところでございます。この条文におきまして、第５条第１項中、

「３９万円」を「４０.４万円」に改め、同項、ただし書中、「３万円」を「１.６

万円」に改めるものでございます。

最後に、附則といたしまして、この条例は平成２７年１月１日から施行するとす

るものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 説明の途中でありますが、ここで１０分間休憩いたします。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１０時５７分

再開 午前１１時０７分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

説明の途中でありましたので、これを続行します。会計課長。

○会計管理者（木村浩二君） 第４９号議案、平成２５年度南関町一般会計歳入歳出

決算の認定についてから第５７号議案、平成２５年度南関町宅地分譲事業特別会計

歳入歳出決算認定についてまでの議案を一括してご説明申し上げます。

今回、ご提案しております決算につきましては、平成２５年度にご審議をいただ

き、議決されました歳入歳出予算の執行の実績を示したものであります。これらの

９件の決算書は、監査委員の審査に付され、先月の８月２９日付けで歳入歳出決算

及び定額資金運用基金運用状況調書の審査意見の送付を受けましたので、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、議会の認定に付すためにご提案するものでござ

います。お手元にお配りしております決算認定についての説明資料の平成２５年度

各会計歳入歳出決算総括表とお手元の各決算書でご説明いたします。

最初に、資料の総括表をご覧ください。１枚のＢ４のペーパーでございます。一

般会計歳入歳出決算と８件の特別会計歳入歳出決算を合わせた収支状況につきまし

ては、総括表の一番下の行の合計欄、Ｂ列の歳入決算額９２億９,４８３万９,００

１円、Ｃ列の歳出決算額８９億２,２９６万９,８１８円、Ｄ列の差し引き残額は３

億７,１８６万９,１８３円となり、前年度に対しまして１９.３％の増となる形式

的収支額となっております。

まず、第４９号議案、平成２５年度南関町一般会計歳入歳出決算でございますが、

総括表のＡ列、歳入歳出予算額は６２億８,０１８万１,０００円、Ｂ列の歳入決算
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額で５６億５,７９０万６,０３８円、Ｃ列の歳出決算額は５５億６９８万２,８７

３円で、Ｄ列の差し引き残額は１億５,０９２万３,１６５円となります。前年度に

対して１６.７％の増となっております。Ｆ列の翌年度への繰り越しすべき財源と

しての２,９４２万７,４００円を差し引いたＧ列の実質収支額は１億２,１４９万

５,７６５円の黒字決算となっております。同額を純繰越金として平成２６年度に

繰り越しております。前年度と比較しますと、７.０％の増となっております。ま

た、Ｅ列の繰越事業分の翌年度繰越額としては、道路新設橋梁費、地域振興対策費

等５億８,２３８万８,４００円です。一番右側の不納欠損額につきましては、町税

及び児童福祉費負担金５１８万９,４８９円となっております。

続きまして、一般会計の決算書の１ページから７ページをお開きください。

まず、１ページから３ページの歳入につきまして、３ページの歳入合計欄の収入

済額計５６億５,７９０万６,０３８円の構成比率は、各款ごとに構成比率の大きい

順から申し上げますと、１０款地方交付税１９億１,５７０万９,０００円、３３.

９％になります。１款町税１１億４７９万２,９７６円、１９.５％です。２１款町

債６億８,８００万７,０００円、１２.２％になります。１４款国庫支出金６億５,

０４１万１,５１０円、１１.５％です。１５款県支出金５億９,６８８万３,０９０

円、１０.５％等となっております。

次に、４ページから６ページの歳出につきまして、６ページの歳出合計欄の支出

済額計５５億６９８万２,８７３円の構成比率につきまして、各款ごとに大きい順

に、まず３款の民生費１６億１,３００万３,４２９円、比率で２９.３％です。２

款総務費６億９,０７５万６,７６２円、１２.６％、７款の土木費６億８,９２０万

６,２７１円、１２.５％です。４款衛生費６億１,３４７万６,６５３円、１１.

１％、９款共益費です。５億８,３８７万６,８５３円、１０.６％等となっており

ます。前年度と比較しますと、歳入が７億５,８５４万５,２７８円、１５.５％の

増です。歳出につきましては７億３,６９３万４００円、１５.４％の増となってお

ります。ともに増加しておりますのは、道路新設改良費として、平成２４年度から

の繰越事業を含む社会資本整備総合交付金事業の約３億２,２００万円、それと最

終処分場建設による地域振興対策事業といたしまして約３億１,５００万円等があ

ったことが主な要因でございます。

総括表をお願いいたします。

次に、第５０号議案、平成２５年度南関町国民健康保険特別会計歳入歳出決算で

ございますが、総括表Ａ列、歳入歳出予算額は１５億６,５３７万２,０００円、Ｂ

列、歳入決算額で１５億６,８９８万１,６５３円、Ｃ列の歳出決算額は１５億１,

３０８万５,５８１円で、Ｄ列の差し引き残額は５,５８９万６,０７２円となりま
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す。同額を繰越金として、平成２６年度に繰り越しております。前年度に比較しま

して４５３.９％の増となっております。また、不納欠損額といたしまして、国民

健康保険税３６２万３,７８５円を不納欠損処理しております。

続きまして、国民健康保険特別会計決算書の１ページから５ページをご覧くださ

い。

まず、１ページと２ページの歳入につきまして、２ページの歳入合計額の収入済

額計１５億６,８９８万１,６５３円の構成比率は大きい順に申し上げまして、３款

国庫支出金４億２,８２４万４,７１３円、比率で２７.３％です。５款前期高齢者

交付金３億１,６２１万８,８７９円、２０.１％、７款共同事業交付金２億３,０１

０万９,５８５円、１４.７％、１款国民健康保険税２億８６０万１,２２７円、１

３.３％、９款の繰入金といたしまして１億７,４２３万４,４２６円、１１.８％等

となっております。前年度との比較では、繰入金の増等によって９,８６４万１,８

７３円、６.７％の増となっております。

３ページ、４ページの歳出につきまして、４ページの歳出合計欄の支出済額計１

５億１,３０８万５,５８１円の構成比率につきましては、大きい順に申し上げまし

て、２款の保険給付費１０億５,６４９万１,８５４円、比率といたしまして６９.

８％、７款共同事業拠出金１億８,７３９万８,５９２円、１２.４％、３款後期高

齢者支援金等１億６,１３０万８,７３１円、１０.７％、６款介護納付金７,３０７

万８,７９４円、４.８％等となっております。前年度との比較では、保険給付費の

増等によりまして５,２８３万７,２２９円、３.６％の増となっております。

続きまして、総括表をお願いいたします。

次に、第５１号議案、平成２５年度南関町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

でございますが、総括表のＡ列、歳入歳出予算額は２億２,９１２万９,０００円、

Ｂ列の歳入決算額２億１,２１８万４,８１８円、Ｃ列の歳出決算額は２億１,２１

８万４,８１８円で、Ｄ列の差し引き残額はゼロとなります。これにより、繰越額

はございません。

続きまして、公共下水道事業特別会計決算書の１ページから３ページをご覧くだ

さい。

まず、１ページの歳入につきまして、歳入合計欄の収入済額計２億１,２１８万

４,８１８円の構成比率は大きい順に申し上げまして、２款の繰入金１億５３２万

３,７８０円、４９.６％、１款国庫支出金３,７６９万２,７９８円、１７.８％、

４款町債３,６５０万円、１７.２％、７款使用料及び手数料２,７９５万６,０００

円、１３.２％等となっております。前年度と比較いたしますと、事業費の増等に

よりまして、国庫支出金、町債の増等によって、６,２４１万３,４９１円、４１.
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７％の増となっております。

２ページの歳出につきまして、歳出合計欄の支出済額計２億１,２１８万４,８１

８円の構成比率につきまして、大きい順に申し上げまして、２款の事業費８,３６

８万４,６７６円、比率で３９.４％、３款公債費７,４４６万２,４７９円、３５.

１％、１款総務費５,４０３万７,６６３円、２５.５％となっております。前年度

と比較しますと、こちらのほうも事業費の増等によって、６,５２２万７,４９１円、

４４.１％の増となっております。

次に、総括表をお願いいたします。

第５２号議案、平成２５年度南関町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算でござい

ますが、総括表のＡ列、歳入歳出予算額は５８２万４,０００円、Ｂ列の歳入決算

額５３４万５,０２１円、Ｃ列の歳出決算額も５３４万５,０２１円で、歳入歳出総

額が同額となっており、繰越額はございません。

続きまして、簡易水道事業特別会計の決算書のほうをお願いいたします。

決算書の１ページから３ページをお開きください。

まず、１ページの歳入につきまして、歳入合計欄の収入済額計５３４万５,０２

１円の構成比率につきましては、大きい順に申し上げまして、５款の繰入金３６３

万３９１円、６７.９％、２款使用料及び手数料１６１万４,３８０円、３０.２％

等となっております。

２ページの歳出につきましては、歳出合計欄の支出済額計５３４万５,０２１円

の構成比率につきましては、大きい順に申し上げまして、１款の総務費３５２万４,

１９１円、６５.９％、３款公債費１８２万８３０円、３４.１％となっております。

前年度と比較しますと、人件費の増に伴いまして、繰入金の増額によって、歳入

歳出それぞれ７７万８,１３５円、１７.０％の増となっております。

総括表をお願いいたします。

次に、第５３号議案、平成２５年度南関町介護保険事業特別会計歳入歳出決算で

ございますが、総括表のＡ列、歳入歳出予算額は１３億５,８４７万２,０００円、

Ｂ列、歳入決算額で１３億３,７７９万９,９８８円、Ｃ列、歳出決算額は１２億５,

６８７万２,８７５円で、Ｄ列の差し引き残額は８,０９２万７,１１３円となりま

す。同額を繰越金として平成２６年度に繰り越しております。前年度に比較いたし

まして１１３万６,８７７円、１.４％の増となっております。不納欠損額といたし

まして、保険料２８１万６,１２９円を不納欠損処理しております。

続きまして、介護保険事業特別会計の決算書のほうをお願いいたします。１ペー

ジから５ページをご覧いただきたいと思います。

まず、１ページ、２ページの歳入につきましては、２ページの歳入合計欄の収入
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済額計１３億３,７７９万９,９８８円の構成比率につきましては、大きい順に申し

上げますと、４款の支払基金交付金３億５,４９９万５,０００円、構成比率で２６.

５％、３款国庫支出金３億４,８３６万３,４６５円、２６.０％、１款保険料１億

９,１０９万６,３０８円、１４.３％、５款県支出金１億７,６４６万９,０８４円、

１３.２％、７款繰入金１億７,２３７万９,０８４円、１２.９％、８款繰越金７,

９７９万２３６円、５.９％等となっております。前年度と比較いたしますと、国

庫支出金の増並びに支払基金交付金の増によりまして、６,８２１万８,３４５円、

５.４％の増となっております。

３ページから４ページの歳出につきまして、４ページの歳出合計額の支出済額計

１２億５,６８７万２,８７５円の構成比率につきましては、大きい順に申し上げま

して、２款の保険給付費１２億２７４万２,４３８円、９５.７％、４款地域支援事

業費３,５２６万２,０４３円、２.８％、１款総務費１,６８８万４,２３４円、１.

３％、６款諸支出金１９６万３,８４６円、０.２％等となっております。保険給付

費の増等によりまして、６,７０８万１,４６８円、５.６％の増でございます。

続きまして、総括表をお願いいたします。

次に、第５４号議案、平成２５年度南関町介護サービス事業特別会計歳入歳出決

算でございますが、総括表のＡ列、歳入歳出予算額は２億６,３５４万１,０００円、

Ｂ列、歳入決算額で２億６,１８１万１,８１２円、Ｃ列、歳出決算額は１億８,６

３１万１１１円で、Ｄ列の差し引き残額は７,５５０万１,７０１円となり、同額を

繰越金として平成２６年度に繰り越しております。前年度と比較いたしまして、８

４１万９,２１０円、１０.０％の減となっております。

続きまして、介護サービス事業特別会計の決算書をお願いいたします。決算書の

１ページから３ページをご覧ください。

まず、１ページの歳入につきまして、歳入合計額の収入済額計２億６,１８１万１,

８１２円の構成比率につきましては、大きい順に申し上げまして、１款サービス収

入１億７,７４２万１,５５８円、比率で６７.８％、９款繰越金８,３９２万９１１

円、３２.１％、１０款諸収入４６万９,３４３円、０.１％となっております。対

前年度比較では、繰越金の増等によりまして、２１０万６,１０５円、０.８％の増

となっております。

２ページの歳出につきまして、歳出合計欄の支出済額計１億８,６３１万１１１

円の構成比率につきまして、大きい順に申し上げまして、１款総務費１億６,１８

８万７,１２５円、８６.９％、２款サービス事業費２,４４２万２,９８６円、１３.

１％となっております。前年度との比較では、総務費の増等によりまして、１,０

５２万５,３１５円、６.０％の増となっております。
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総括表をご覧ください。

次に、第５５号議案、平成２５年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出

決算でございますが、総括表のＡ列、歳入歳出予算額は９,９４９万２,０００円、

Ｂ列、歳入決算額で９,６５１万６,３８１円、Ｃ列、歳出決算額は８,８４３万３,

３８１円で、Ｄ列の差し引き残額は８０８万３,０００円となります。同額を繰越

金として平成２６年度に繰り越しております。前年度と比較いたしまして、２３２

万４,０００円、４０.４％の増となっております

続きまして、浄化槽整備推進事業特別会計の決算書のほうをお願いいたします。

１ページから３ページをご覧ください。

まず、１ページの歳入につきまして、歳入合計欄の収入済額計９,６５１万６,３

８１円の構成比率につきましては、大きい順に申し上げまして、２款使用料及び手

数料２,７３０万３,８７０円、率で２８.３％です。５款繰入金２,５３２万７,０

９３円、２６.２％、８款町債１,８６０万円、１９.３％、３款国庫支出金１,３３

１万２,０００円、１３.８％、６款繰越金５７５万９,０００円、５.９％等となっ

ております。前年度に比較して、繰入金の増等による１,７９６万７,２９５円、率

で２２.９％の増となっております。

２ページの歳出でございますが、歳出合計欄の支出済額計８,８４３万３,３８１

円の構成比率につきましては、大きい順に申し上げまして、２款の事業費４,３０

５万５,４９３円、４８.７％です。１款総務費３,０８７万３,９９８円、３４.

９％、３款公債費１,４５０万３,８９０円、１６.４％となっております。前年度

に比較しますと、事業費の増等によりまして、１,５６４万３,２９５円で、２１.

５％の増となっております。

総括表をお願いいたします。

次に、第５６号議案、平成２５年度南関町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

でございますが、総括表のＡ列、歳入歳出予算額は１億２,５７７万８,０００円、

Ｂ列、歳入決算額で１億２,５６１万９１６円、Ｃ列、歳出決算額は１億２,５０７

万２,７８４円で、Ｄ列の差し引き残額は５３万８,１３２円となり、同額を繰越金

として、平成２６年度に繰り越しております。前年度と比較いたしまして、４０万

４,５００円、３０２.７％の増となっております。

続きまして、後期高齢者医療特別会計の決算書のほうをお願いいたします。決算

書の１ページから３ページをご覧ください。

まず、１ページの歳入につきまして、歳入合計欄の収入済額計１億２,５６１万９

１６円の構成比率につきましては、大きい順に申し上げまして、１款後期高齢者医

療保険料７,２８３万４,９００円、５８.０％、３款繰入金５,２４８万８,４８４
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円、４１.８％、５款諸収入１４万１,７００円、０.１％等となっております。前

年度と比較しまして、保険料の増等による３３万３,８６２円、０.３％の増となっ

ております。

２ページの歳出につきまして、歳出合計欄の支出済額計１億２,５０７万２,７８

４円の構成比率につきまして、大きい順に申し上げまして、２款後期高齢者医療広

域連合納付金１億２,４７０万１,０９８円、９９.７％です。１款総務費３５万５,

５８６円、０.２％等となっております。前年度と比較いたしまして、諸支出金の

減等によりまして７万６３８円、０.１％の減となっております。

総括表をご覧いただきたいと思います。

最後に、第５７号議案、平成２５年度南関町宅地分譲事業特別会計歳入歳出決算

でございますが、平成２５年度からの事業の特別会計となっております。

総括表のＡ列、歳入歳出予算額は５,６８９万５,０００円、Ｂ列、歳入決算額で

２,８６８万２,３７４円、Ｃ列の歳出決算額も同額の２,８６８万２,３７４円で、

差し引き残額は０円です。また、Ｅ列の繰越事業としての翌年度繰越額といたしま

して、宅地造成工事等の２,８２１万円となっております。

続きまして、宅地分譲事業特別会計の決算書をお願いいたします。１ページから

３ページをご覧ください。

まず、１ページの歳入につきまして、歳入合計欄の収入済額計２,８６８万２,３

７４円は、２款１項の一般会計繰入金であります。

２ページの歳出につきまして、歳出合計欄の支出済額計２,８６８万２,３７４円

は、１款１項の宅地分譲事業費となっております。

以上、第４９号議案から第５７号議案までのご説明をいたしましたが、地方自治

法第２３３条第３項及び第５項の規定によりまして、歳入歳出決算事項別明細書、

実質収支に関する調書、主要な施策の成果に関する説明書、財産に関する調書など、

決算の付属処理並びに監査委員の審査意見書を添付して提出しております。

以上で説明を終わります。

ご審議の上、ご認定いただきますようよろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（掘 賢司君） 第５８号議案、専決処分の報告及び承認を求めることにつ

いてご説明を申し上げます。

南関町一般会計補正予算書（第２号）をお開きください。

専決第７号、平成２６年度南関町一般会計補正予算（第２号）について、ご説明

いたします。

今回、専決しましたのは、災害復旧事業を早急に実施する必要があり、歳入歳出
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予算の総額にそれぞれ３,２６５万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ５６億８,７３１万１,０００円とするものでございます。

２ページをお開きください。歳入歳出予算補正の歳入でございます。１２款分担

金及び負担金でございます。１項の分担金で７２万８,０００円を追加し、１０２

万８,０００円とするものでございます。

１４款の国庫支出金、１項の国庫負担金１,１２７万１,０００円を追加し、３億

４,０６５万７,０００円とするものでございます。

１５款の県支出金、２項の県補助金１,２０５万４,０００円を追加し、２億２,

２７９万９,０００円とするものでございます。

２１款町債、１項の町債８６０万円を追加し、７億６,６９０万円とするもので

ございます。補正額３,２６５万３,０００円、補正後の金額は５６億８,７３１万

１,０００円でございます。

３ページの歳出に移ります。１０款の災害復旧費、１項の農林水産施設災害復旧

費１,７２９万４,０００円を追加し１,７２９万５,０００円とするものでございま

す。２項の公共土木施設災害復旧費１,６８９万９,０００円を追加し、１,６９０

万円とするものでございます。

１２款の予備費、１項の予備費１５４万円を減額し、７１２万６,０００円とす

るものでございます。補正額３,２６５万３,０００円、補正後の金額は５６億８,

７３１万１,０００円でございます。

次のページをお開きください。第２表地方債の補正でございます。追加で災害復

旧事業８６０万円を追加しております。

続きまして、７ページをお願いします。歳入でございます。１２款分担金及び負

担金、１項の分担金、２目の災害復旧費分担金でございます。１節の農林水産施設

災害復旧費分担金として７２万８,０００円を追加しております。

１４款の国庫支出金、１項の国庫負担金、３目の災害復旧費国庫負担金でござい

ます。１,１２７万１,０００円を追加しております。補助率が６６.７％でござい

ます。

１５款の県支出金、２項の県補助金、９目の災害復旧費県補助金１,２０５万４,

０００円を追加しております。これは農林水産施設災害復旧費県補助金でございま

す。補助率は、施設が８０％、農地が７０％でございます。

２１款の町債、１項の町債、７目の災害復旧費でございます。１節の農林水産施

設災害復旧費３００万円、２節の公共土木施設災害復旧費５６０万円でございます。

次のページをお願いします。歳出でございます。１０款の災害復旧費、１項の農

林水産施設災害復旧費、１目の農地等災害復旧費。この中を説明しますと、１３節
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の委託料で１２９万６,０００円、１５節の工事請負費で１,５９０万８,０００円

です。農林施設災害につきましては、１３件災害が発生しております。施設が５件、

農道と水路です。それから、農地につきましてが８件の被害の状況でございます。

続きまして、１０款の災害復旧費、２項の公共土木施設災害復旧費、１目の河川

等災害復旧費、１５節の工事請負費につきましては、１,６８９万９,０００円を追

加しております。公共災の場合の被害は河川が４件、道路が１件の被害が発生して

おります。

１２款の予備費、１項の予備費、１目の予備費につきましては、１５４万円を減

額しております。

以上で説明を終わります。ご承認賜わりますようよろしくお願いします。

続きまして、第５９号議案、平成２６年度南関町一般会計補正予算（第３号）に

つきまして、ご説明いたします。

歳入歳出予算の総額にそれぞれ６,２６９万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ５７億５,０００万３,０００円とするものでございます。

２ページをお願いします。歳入でございます。１款の町税、２項の固定資産税２,

７１５万９,０００円を追加し、６億１,８６０万７,０００円とするものでござい

ます。

１０款の地方交付税、１項の地方交付税８,３０３万７,０００円を追加し、１８

億２,３０３万７,０００円とするものでございます。

１４款国庫支出金、２項の国庫補助金３,０８２万６,０００円を追加し、５億３,

３７３万５,０００円とするものでございます。

１５款の県支出金、２項の県補助金８６万６,０００円を追加し、２億２,３６６

万５,０００円とするものでございます。３項の県委託金１２万円を追加し、１,８

７９万８,０００円とするものでございます。

１８款の繰入金、１項の基金繰入金１億３,６６１万６,０００円を減額し、９,

７２６万１,０００円とするものでございます。

１９款の繰越金、１項の繰越金２,１４９万５,０００円を追加し、１億２,１４

９万５,０００円とするものでございます。

２０款の諸収入、４項の雑入３８５万７,０００円を追加し、１,６１８万４,０

００円とするものでございます。

２１款の町債、１項の町債３,１９４万８,０００円を追加し、７億９,８８４万

８,０００円とするものでございます。補正額の合計６,２６９万２,０００円を追

加し、５７億５,０００万３,０００円とするものでございます

続きまして、３ページの歳出でございます。１款の議会費、１項の議会費でござ
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います。１０万８,０００円を追加し、８,５７９万４,０００円とするものでござ

います。

２款の総務費、１項の総務管理費７２９万３,０００円を追加し、５億３万円と

するものでございます。２項の徴税費１１８万５,０００円を追加し、１億９２４

万６,０００円とするものでございます。４項の選挙費７万８,０００円を追加し、

６８９万７,０００円とするものでございます。

３款の民生費、１項の社会福祉費２,５００万９,０００円を追加し、１１億９,

６２９万７,０００円とするものでございます。２項の児童福祉費１,０１８万５,

０００円を追加し、４億５,１７５万８,０００円とするものでございます。

４款の衛生費、１項の保健衛生費６８２万５,０００円を追加し、５億８,８５０

万２,０００円とするものでございます。

５款の農林水産業費、１項の農業費９６万２,０００円を追加し、２億３,５５７

万６,０００円とするものでございます。２項の林業費につきましては、８万円を

減額し、９６１万２,０００円とするものでございます。

６款の商工費、１項の商工費１３万１,０００円を追加し、１億６６４万９,００

０円とするものでございます。

７款の土木費、１項の土木管理費１２万４,０００円を追加し、６,５９９万４,

０００円とするものでございます。２項の道路橋梁費５５万９,０００円を追加し、

４億５,２９０万９,０００円とするものでございます。

３款河川費５,０００円を追加し、４１０万７,０００円とするものでございます。

４款の住宅費３７万２,０００円を追加し、６,１１１万４,０００円とするもの

でございます。６項の浄化槽整備推進事業費６４万４,０００円を追加し、２,８７

７万６,０００円とするものでございます。

８款の消防費、１項の消防費７７万５,０００円を追加し、１億９,７６４万６,

０００円とするものでございます。

９款の教育費、２項の小学校費８９万５,０００円を追加し、３億２,１２９万３,

０００円とするものでございます。続きまして、３項の中学校費２２３万８,００

０円を追加し、６,２６７万３,０００円とするものでございます。４項の社会教育

費１８０万２,０００円を追加し、１億１１万７,０００円とするものでございます。

５項保健体育費５４万３,０００円を追加し、６,８４９万６,０００円とするもの

でございます。

１０款の災害復旧費、１項の農林水産施設災害復旧費８万８,０００円を追加し、

１,７３８万３,０００円とするものでございます。

１２款予備費、１項の予備費２９５万１,０００円を追加し、１,００７万７,０
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００円とするものでございます。補正額６,２６９万２,０００円、補正後の金額５

７億５,０００万３,０００円でございます。

○議長（酒見 喬君） 説明の途中ですが、ここで昼食のため、１時まで休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後０時００分

再開 午後１時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

平成２６年度南関町一般会計補正予算（第３号）の説明の途中でしたので、これ

を続行してください。総務課長。

○総務課長（掘 賢司君） まずはじめに、訂正とお詫びを申し上げます。

先ほど、災害の専決処分の中での説明でございます。

ページ、８ページ、専決処分の予算書の８ページをお開きください。平成２６年

度南関町一般会計補正予算（第２号）の専決７号でございます。

歳出でございます。先ほど、農地等災害復旧費の件数を１３件、それから、その

内訳として、施設５件、農地８件と説明しましたが、件数的には１３件でございま

す。施設が７件、農地が１０件でございます。合わせて１７件になるんですけど、

重複した部分があります。農地と施設が重複した分が４件ありますので、件数的に

は１３件でございます。内訳が誤っておりましたので、訂正をお願いします。大変

申し訳ございませんでした。

それでは、南関町一般会計補正予算書（第３号）の説明に移ります。この説明書

におきましても補正後の予算額を「５７億５,０００万３,０００円」というところ

を「５７億５,０００３,０００円」と私説明しましたので、正しくは「５７億５,

０００万３,０００円」でございます。読み方が誤っておりましたので、申し訳ご

ざいません。訂正をお願いします。

それでは、５ページをお開きください。第２表の地方債の補正でございます。

１、道路橋梁整備事業、補正前が３億３,２６０万円、補正後が３億３,３６０万

円でございます。

４、臨時財政対策債１億６,０００万円を１億９,２０４万８,０００円とするも

のです。

次に、消防防災設備整備事業でございます。１,３７０万円を１,２６０万円とす

るものでございます。

続きまして、８ページをお願いします。歳入でございます。１款の町税、２項固

定資産税、１目の固定資産税でございます。２,７１５万９,０００円を追加してお
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ります。調定の増の見込みによるものでございます。

続きまして、１０款の地方交付税、１項の地方交付税、１目の地方交付税８,３

０３万７,０００円を追加しております。これは平成２６年度地方交付税の決定に

伴って増するものでございます。決定額は１７億２,０３０万３,０００円でござい

ます。昨年度と比較しまして、５００万円の減でございます。

続きまして、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目の総務費国庫補助金でご

ざいます。２００万２,０００円を追加しております。主にがんばる地域交付金１

０２万１,０００円でございます。

続きまして、２目の民生費国庫補助金、１節の社会福祉費国庫補助金２,４００

万円を追加しております。地域介護福祉空間整備等施設整備交付金でございます。

該当するところは、津留公民館、久重北公民館、肥猪公民館の改修に伴う国庫補助

金でございます。

次に、３節の児童福祉費国庫補助金４８２万４,０００円を追加しております。

主に認可化移行総合支援事業補助金でございます。３分の２の補助でございます。

続きまして、１５款の県支出金、２項の県補助金、４目の農林水産業費県補助金

です。１節の農業費県補助金９３万４,０００円を追加しております。農地台帳シ

ステム整備事業補助金でございます。１０分の１０の補助でございます。

続きまして、９ページの１８款繰入金、１項の基金繰入金、１目の財政調整基金

繰入金１億４,２００万円を減額しております。次に、３目のふるさとづくり基金

繰入金５３８万４,０００円を追加しております。

それから、１９款の繰越金、１項の繰越金、１目の繰越金でございます。１節の

繰越金２,１４９万５,０００円を追加しております。純繰越金でございます。

続きまして、２０款の諸収入、４項の雑入、２目の雑入でございます。４節の雑

入３７９万７,０００円を追加しております。公有建物災害共済金でございます。

中学校、公民館、落雷によって、火災報知機受信盤が故障したために、公有建物共

済をかけておりますので、この共済金が支給される見込みです。

続きまして、２１款町債、１項の町債、３目の土木債、１節の道路橋梁債１００

万円を追加しております。続きまして、６目の消防債、１節の消防施設整備事業１

１０万円を減額しております。続きまして、１１目の臨時財政対策債、１節の臨時

財政対策債３,２０４万８,０００円を追加しております。

続きまして、１１ページの歳出でございます。主なものだけ説明します。

まず、２款の総務費、１項の総務管理費、１６目のまちづくり推進事業費、この

中の１５節の工事請負費５３８万４,０００円を追加しております。施設整備工事

分譲住宅地の持続工事でございます。
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続きまして、１３ページをお開きください。３款の民生費、１項の社会福祉費、

１２目の介護保険費でございます。１９節の負担金補助及び交付金２,４００万円

を追加しております。先ほど、歳入で説明しました同額を歳出で組んでおります。

地域介護福祉空間整備補助金でございます。３地区の公民館の改修でございます。

続きまして、同じく１３ページの３款の民生費、２項の児童福祉費、１目の児童

福祉総務費でございます。１９節の負担金補助及び交付金、これは認可化移行支援

改修費補助金で５４０万円、保育士等処遇改善臨時特例事業補助金で４５４万７,

０００円を追加しております。

続きまして、４款の衛生費、１項の保健衛生費、２目の予防費でございます。こ

の中の１３節の委託料５７１万５,０００円を追加しております。予防接種の委託

料でございます。平成２６年１０月から肺炎球菌の予防接種が義務化されたもので

ございます。

続きまして、１４ページをお開きください。５款の農林水産業費、１項の農業費、

２目の農業総務費、この中で１３節の委託料でございます。９３万４,０００円を

追加しております。これは先ほど説明しました農地台帳のシステム改修に伴うもの

です。全額補助でございます。

続きまして、１６ページをお開きください。８款の消防費、１項の消防費、３目

の消防施設費でございます。１５節の工事請負費に７７万５,０００円を追加して

おります。これは宮尾１２部のポンプ小屋の舗装をするものでございます。

続きまして、９款の教育費、３項の中学校費、１目の学校管理費の中の１１の需

用費、修繕費に１９４万４,０００円を追加しております。これは先ほど説明しま

した落雷によって、火災報知機受信盤の故障に伴う修繕でございます。

同じく、１７ページ、９款の教育費、４項の社会教育費、２目の公民館費でござ

います。同じく需用費に１５１万６,０００円の修繕費を計上しております。これ

も同じく、火災警報器の受信盤の故障に伴う修繕でございます。

以上で、一般会計補正予算（第３号）につきまして、説明を終わります。

ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（坂井智德君） 第６０号議案、平成２６年度南関町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）につきまして、ご説明を申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,２６

４万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億７５７

万６,０００円とするものでございます。

２ページをお願いします。歳入でございます。１０款、１項繰越金でございます。
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３,２２６万１,０００円を追加し、５,５８９万７,０００円とするものでございま

す。

１１款、３項雑入でございます。３８万６,０００円を追加し、１５８万９,００

０円とするものでございます。歳入合計１５億７５７万６,０００円とするもので

ございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。３款、１項後期高齢者支援金

等６万１,０００円を追加し、１億５,８８５万７,０００円とするものでございま

す。

４款、１項前期高齢者納付金等９,０００円を追加し、１２万４,０００円とする

ものでございます。

８款、２項保健事業費４万円を追加し、４９６万４,０００円とするものでござ

います。

１１款、１項償還金及び還付加算金６２９万３,０００円を追加し、６８９万８,

０００円とするものでございます。

１２款、１項予備費２,６２４万４,０００円を追加し、２,９０６万円とするも

のでございます。歳出合計補正額３,２６４万７,０００円を追加し、１５億７５７

万６,０００円とするものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入でございます。１０款、１項、２目、１節そ

の他の繰越金３,２２６万１,０００円を追加するものでございます。これは、一般

分の繰り越しでございます。

１１款、３項、６目、１節過年度収入でございます。実績に伴いまして３８万６,

０００円を追加するものでございます。

７ページをお願いいたします。歳出でございます。３款、１項、１目、１９節負

担金でございます。後期高齢者支援金として６万１,０００円を追加するものでご

ざいます。

続きまして、下の段になります。１１款、１項、３目償還金でございます。２３

節償還金でございます。６２９万３,０００円を追加するものでございます。主な

ものといたしまして、療養給付費等負担金返還金５４６万５,０００円、特定健診

保健指導負担金返還金６０万４,０００円が主なものでございます。この中には、

国と県それぞれ２分の１ずつの返還金となっているところでございます。

８ページをお願いいたします。１２款、１項、１目予備費として、２、６２４万

４,０００円を追加するものでございます。

以上で説明を終わります。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
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続きまして、第６１号議案、平成２６年度南関町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、ご説明を申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,４７

３万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億７,２６

４万６,０００円とするものでございます。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。８款、１項繰越金です。６,

０９２万７,０００円を追加し、８,０９２万７,０００円とするものでございます。

９款、３項雑入でございます。３８０万４,０００円を追加し、３８６万６,００

０円とするものでございます。歳入合計１３億７,２６４万６,０００円とするもの

でございます。

続いて、３ページをお願いいたします。歳出でございます。５款、１項基金積立

金１,０００万円を追加し、１,００２万１,０００円とするものでございます。

６款、１項償還金及び還付加算金６３９万１,０００円を追加し、６４３万２,０

００円とするものでございます。

８款、１項予備費でございます。４,８３４万円を追加し、６,７２７万１,００

０円とするものでございます。歳出合計補正額６,４７３万１,０００円を追加し、

１３億７,２６４万６,０００円とするものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入でございます。８款、１項、１目繰越金でご

ざいます。１節の繰越金６,０９２万７,０００円を追加するものでございます。

９款、３項、２目、１節過年度収入でございます。３８０万４,０００円を追加

するものでございます。主なものといたしまして、介護給付費の県負担金として、

実績によります２３８万円が主なものとなっているところでございます。

７ページをお願いいたします。歳出でございます。５款、１項、１目、２５積立

金でございます。介護給付費準備基金積立金として１,０００万円を追加するもの

でございます。なお、平成２５年度末現在の準備基金の残高は４,０５９万１,９０

５円となっているところでございます。

６款、１項、３目償還金でございます。２３節償還金です。６３９万１,０００

円を追加するものでございます。主なものといたしまして、介護給付費国庫負担金

返還金４０６万８,０００円、介護給付費等事業支払基金交付金返還金１１５万７,

０００円等でございます。

８款、１項、１目予備費でございます。４,８３４万円を追加するものでござい

ます。

以上で説明を終わらさせていただきます。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
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○議長（酒見 喬君） 延寿荘長。

○延寿荘長（福井隆一君） 第６２号議案、平成２６年度南関町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）につきまして、ご説明申し上げます。

１ページをお願いします。歳入歳出それぞれ１,５５０万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６,７５９万円とするものでございま

す。

２ページをお願いします。歳入、９款、１項繰越金といたしまして、１,５５０

万１,０００円を追加し、７,５５０万１,０００円とし、歳入合計を２億６,７５９

万円とするものでございます。

３ページをお願いします。歳出につきましては、３款、１項施設整備費を６０万

５,０００円追加するものでございます。また、４款、１項予備費を１,４８９万６,

０００円を追加し、８,０５６万２,０００円とし、歳出合計を２億６,７５９万円

とするものでございます。

６ページをお願いします。９款、１項、１目、１節繰越金といたしまして、１,

５５０万１,０００円を追加するものでございます。

７ページをお願いします。次に、３款、１項、１目、１５節工事請負費として、

６０万５,０００円を追加するものでございます。これは、デイサービス本部の冷

暖房設備取替工事です。また、４款、１項、１目予備費として、１,４８９万６,０

００円を追加し、予算調整するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願いします。

○議長（酒見 喬君） 建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第６３号議案、平成２６年度南関町浄化槽整備推進事業特

別会計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。

１ページをお願いします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６４万４,０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出予算それぞれ１億４２８万７,０

００円とするものでございます。

２ページをお願いします。歳入でございます。３款国庫支出金、１項国庫補助金

１,５１２万円より８０８万２,０００円を減額して、７０３万８,０００円とし、

６款、１項繰越金１,０００円に８０８万２,０００円を追加し、８０８万３,００

０円とし、５款繰入金、１項一般会計繰入金２,８１３万２,０００円に６４万４,

０００円を追加して、２,８７７万６,０００円とし、歳入総額を１億４２８万７,

０００円とするものでございます。

３ページをお願いします。歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費３,
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４１０万６,０００円に６４万４,０００円を追加して、３,４７５万円とし、歳出

総額を１億４２８万７,０００円とするものでございます。

６ページをお願いします。歳入についての内容説明でございます。３款、１項、

１目、１節の浄化槽整備推進事業国庫補助金より８０８万２,０００円を減額し、

６款、１項、１目、１節の繰越金に年度間調整額として、８０８万２,０００円を

追加し、５款、１項、１目、１節の一般会計繰入金に６４万４,０００円を追加す

るものでございます。

７ページは、歳出でございます。１款、１項、１目、１１節の需用費に浄化槽設

置済表示シール及び推進用パンフレット修正シールの印刷製本費として、６万９,

０００円、浄化槽ブロワの修繕費といたしまして、５７万５,０００円を追加する

ものでございます。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 福祉課長。

○福祉課長（坂井智德君） 第６４号議案、平成２６年度南関町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）につきまして、ご説明を申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５３万９,

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,０３１万８,０

００円とするものでございます。

２ページをお願いいたします。歳入でございます。４款、１項繰越金でございま

す。５３万９,０００円を追加し、５４万円とするものでございます。

３ページをお願いいたします。歳出でございます。２款、１項後期高齢者医療広

域連合納付金２９万７,０００円を追加し、１億２,９５２万４,０００円とするも

のでございます。

４款、１項予備費でございます。２４万２,０００円を追加し、３４万２,０００

円とするものでございます。

６ページをお願いいたします。歳入の内訳でございます。４款、１項、１目繰越

金でございます。決算に伴いまして、５３万９,０００円を増額するものでござい

ます。

７ページをお願いいたします。歳出でございます。２款、１項、１目後期高齢者

医療広域連合納付金でございます。１９節負担金でございます。２５年度精算分と

いたしまして、２９万７,０００円を増額するものでございます。

４款、１項、１目予備費といたしまして、２４万２,０００円を追加し、３４万

２,０００円とするものでございます。

以上で、ご説明を終わります。
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ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 総務課長。

○総務課長（堀 賢司君） 第６５号議案、字の区域の変更について、ご説明申し上げ

ます。

地方自治法第２６０条第１項の規定により、南関町大字関外目及び大字関町の字

の区域を次のとおり変更するものでございます。この地区において、中山間総合整

備事業補助実施に伴い、字の区域を変更するものでございます。

変更前の大字、変更前の字、区域変更後の大字、変更後の字、順次議案書を読み

上げながら、説明していきます。

関外目、西金輪塚、４０９の１の一部、４０９の４の一部、４１１から４１４ま

での各一部及びこれらの区域に隣接する道路である公有地の全部、関外目、墨摺川。

関外目、丸山、５８６の５の一部、関外目、墨摺川。

関外目、松田、１４４３の１に隣接する道路である公有地の全部、関外目、墨摺

川。

関町、打越、６３２の一部、６３３の２、６３３の３の一部、６３５の６の一部

及びこれらの区域に介在する道路である公有地の全部、関外目、墨摺川。

関外目、墨摺川、１３８７の一部及びこれに隣接する道路である公有地の全部並

びに１３９１の地先の道路である公有地の一部、関町、打越。

関外目、吉ケ浦、３２０の１に隣接する道路である公有地の全部、関町、打越。

関外目、墨摺川、１３８５の一部、１３８６の１の一部及びこれらの区域に隣接

介在する道路、水路である公有地の全部並びに字西金輪塚４１１に隣接する道路で

ある公有地の全部、関外目、西金輪塚。

関外目、北開、１２９０の１の一部、１３２３の一部、１３２４の２の一部及び

これらの区域に隣接する道路、水路である公有地の全部、関外目、松田。

関外目、墨摺川、１３２５の一部、１３９６の一部、１３９７の１の一部、１３

９７の２、１３９８の１、１３９８の２、１３９９の１、１３９９の２、１４００

の１の一部、１４００の２、１４０２の１の一部、１４０２の２の一部及びこれら

の区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部、関外目、松田。

それから、関外目、松田、１４６０の一部、１４６６の一部、１４６８から１４

７０までの各一部、１４７１、１４７２の１の一部、１４７４の１の一部、１４７

４の２の一部及びこれらの区域に介在する道路である公有地の全部、関外目、北開。

次に、関外目、墨摺川、１３２５の一部、１３２６の一部、１３２６の３の一部、

１３９７の１の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全

部、関外目、北開です。
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提案理由としまして、南関町の区域内の字の区域を変更するには、地方自治法第

２６０条第１項の規定により、議会の議決を経る必要があるためでございます。

次に、第６６号議案、字の区域の変更について説明申し上げます。

これも先ほど申し上げました中山間総合整備事業、松村地区において圃場整備を

実施するために字の区域を変更するものでございます。

上長田、御手洗、区域が１５２７、１５２８の一部、１５２９の２の一部、１５

４２の２、１５４３及びこれらの区域に隣接する水路である公有地の全部、変更後

の大字と字です。上長田の石塚でございます。

久重、葭ケ浦、３０２３の一部、３０２４の一部、３０４０の２の一部及びこれ

らの区域に介在する道路、水路である公有地の全部、上長田、石塚です。

上長田、石塚、１５１７の一部、１５１８の一部及びこれらの区域に隣接する道

路、水路である公有地の全部、久重、松丸です。

久重、葭ケ浦、３０４０の１の一部、３０４０の２の一部、３０４３の一部、３

０４５の１の一部、３０４５の３の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水

路である公有地の一部でございます。久重、松丸でございます。

久重、松丸、３０６４の４の一部及びこれに隣接する道路である公有地の全部並

びに３０４７、３０６２、３０６３、３０６４の２、３０６４の３に隣接する道路

である公有地の全部並びに３０６８に隣接する道路である公有地の一部並びに３０

６８、３０７１の地先の道路である公有地の一部、久重、葭ケ浦でございます。

上長田、石塚、１５２２の１、１５２２の２の地先の道路である公有地の一部、

久重、葭ケ浦です。

提案理由については、先ほどと同じでございます。

次に、第６７号議案、これも圃場整備の八田校区における字の区域を変更するも

のでございます。

変更前の大字・字、区域、変更後の大字、変更後の字を読み上げていきます。

上坂下、外郷、３１２４の一部、３１２８の１の一部及び３１１９の２に隣接す

る道路である公有地の全部、上坂下、慈姑原。

上坂下、正面、２２６７の１から２２６７の３までの各一部、２２６８の一部及

びこれらの区域に隣接する道路である公有地の全部並びに２２６７の１、２２６９、

２２７６の１、２２７７の地先の道路である公有地の一部、上坂下、慈姑原。

上坂下、湯ノ木、２２９７の１、２２９７の２に隣接する道路、水路である公有

地の全部、上坂下、慈姑原。

上坂下、慈姑原、２２７８の地先の水路である公有地の一部、上坂下、正面。

上坂下、慈姑原、２２８５の５の一部、上坂下、外郷。
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提案理由については、議会の地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の

議決を経る必要があるためでございます。

ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 建設課長。

○建設課長（古澤 平君） 第６８号議案、町道の路線廃止について、ご説明申し上げ

ます。

提案理由は、路線を廃止しようとする場合は、道路法第１０条第３項の規定によ

り、議会の議決を経る必要があるためでございます。

今回提案いたします廃止路線は、町道山田線で、町道米田大場線に接続する起点

が下坂下字北井川２１４９番１地先から、終点が下坂下字北井川２１２６番１地先

の延長２７９.１メートルの路線でございます。

町道米田鬼王線と町道米田大場線を結ぶ新たな町道を認定するにあたり、廃止す

るものでございます。

続きまして、第６９号議案、町道の路線認定についてご説明申し上げます。

提案理由は、路線を認定しようとする場合は、道路法第８条第２項の規定により、

議会の議決を経る必要があるためでございます。

提案いたします町道山田線は、起点を下坂下字前田２０３５番地先から終点を下

坂下字北井川２１４４番地先とし、町道米田鬼王線と町道米田大場線を結ぶ延長３

８８.５メートルの路線でございます。

以上で説明を終わります。

ご審議の上、ご承認賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて、ご説明いたします。

人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるものでございます。

住所、南関町大字関町１５０９番地２。

氏名、北原秀樹。

生年月日、昭和２５年１月２日生まれでございます。

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条の規定により、法務大臣が委嘱するもの

でございます。市町村長は総務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有

する住民で、人格・識見が高く広く社会の実情に通じ、人権擁護について、理解の

ある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会、その他女性、

労働者、青年等の団体であって、直接・間接に人権の擁護を目的とし、またはこれ
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を支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委

員の候補者を推薦しなければなりません。任期は３年間となっております。

現人権擁護委員の北原秀樹氏が平成２６年１２月３１日をもって、任期満了とな

りますので、引き続き北原氏を人権擁護委員に推薦をお願い申し上げるものでござ

います。また、議会の選任同意を得て推薦はするわけですが、法務大臣から委嘱さ

れるまでの３カ月程度の期間が必要となりますので、今議会で提案するものでござ

います。

北原氏は、昭和４３年３月、熊本県立山鹿高等学校を卒業され、昭和４３年４月

から南関郵便局に勤務され、福岡中央郵便局、博多郵便局、熊本中央郵便局を歴任、

平成７年１０月、南関郵便局長に就任され、平成１９年３月に退職され、国家公務

員として、３７年間、郵政業務に従事されました。また、退職後は、平成２０年１

月から南関町振興計画審議会委員に、さらに平成２２年１１月からは南関町行政改

革審議会委員に就任され、現在まで活躍されています。

また、地域においては、区の統合に尽力いただき、本年４月からは関町４区の区

長を務められ、南関宿場町伝楽人として、地域における奉仕活動や文化活動にも熱

心な方でございます。経歴のとおり、人柄も温厚誠実、人格・見識ともに優れた方

でございます。

今回、人権擁護委員には、地域社会において、人権相談、人権啓発、人権救済な

ど、各種の人権擁護活動に従事することが求められていることから、地域社会にお

いて、信頼・人格・識見や中立公平さを兼ね備えた北原秀樹氏を今回人権擁護委員

として、ご推薦を申し上げる次第であります。

よろしくお願い申し上げます。

続きまして、諮問第２号でございます。人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについて、説明させていただきます。

人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より、議会の意見を求めるものでございます。

住所、南関町大字四ツ原１４３５番地。

氏名、黒田則行。

生年月日、昭和２５年２月１１日生まれでございます。

人権擁護委員は、人権擁護委員法第６条の規定により、法務大臣が委嘱するもの

であり、任期は３年となっております。現人権擁護委員の黒田則行氏が平成２６年

１２月３１日をもって任期満了となりますので、引き続き黒田氏を人権擁護委員に

推薦をお願い申し上げるものでございます。また、議会の選任同意を得て推薦をす

るわけですが、法務大臣から委嘱されるまで３カ月程度の期間が必要となりますの
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で、今議会で提案するものでございます。

黒田氏は、昭和４５年３月、熊本県立農業講習所を卒業され、昭和４５年４月か

らは農業に従事、昭和５０年７月から南関町役場に勤務され、農林課長、建設課長

及び福祉生活課長等を歴任、平成２２年３月に定年退職され、地方公務員として、

３４年間従事され、農林関係や福祉行政など幅広い行政事務に詳しい方でございま

す。

また、退職後は、農業の傍ら、国勢調査の指導員や、平成２５年４月からは南関

町農業委員に就任され、現在も活躍されております。また、地域においては、柿原

区長代理も務められ、様々な奉仕活動をはじめ、趣味を活かされ、地域における文

化活動にも熱心な方でございます。経歴のとおり、人柄も温厚誠実、人格・見識と

も優れた方でございます。

今回、人権擁護委員には、地域社会において、人権相談、人権啓発、人権救済な

ど、各種の人権擁護活動に従事することが求められることから、地域社会において、

信頼・人格・識見や中立公平さを兼ね備えた黒田則行氏をご推薦を申し上げる次第

でございます。

よろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 以上で提案理由の説明を終了します。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

明日１７日は、午前１０時に本会議場にご参集ください。

本日は、これで散会します。起立、礼、お疲れ様でした。

－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午後１時４７分


